
告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
こ
の
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

い
わ
き
市
平
沼
ノ
内
字
新
街
六
十
番
地
の
五

矢

吹

正

一

同

市
平
沼
ノ
内
字
新
街
百
四
十
七
番
地
の
二

伊

藤

正

行

同

市
平
沼
ノ
内
字
浜
街
百
七
十
九
番
地

大

平

春

登

２

加
入
区
の
名
称

沼
之
内
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
の
相
手
方
の
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

い
わ
き
市
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
九
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
館
ノ
山
九

い
わ
き
市
漁
業
協
同
組
合

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
耶
麻
郡
磐

梯
町
の
地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

磐
梯
町

二

成
果
の
名
称

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
更
科
の
一
部
の
地
域
に
係
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
坂
下
町
只
見
川
土
地
改
良
区
が
坂
下
西
部
地
区
農
山
漁
村
活
性
化
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
交
付
金
事
業(

基
盤
整
備)

に
係
る
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
九
月
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
宮
川
土
地
改
良
区
が
佐
賀
瀬
川
地
区
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
支
援
交
付
金
事
業(
基
盤
整
備)

に
係
る
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め

届
出
が
あ
っ
た
件

五
九
六

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た

件

五
九
六

○
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を

認
可
し
た
件
二
件

五
九
六

公

告

○
地
方
税
法
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を

取
り
消
し
た
件

五
九
七

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業

計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す

る
件

五
九
七

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

五
九
七

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

五
九
七

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件

五
九
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止

の
届
出
が
あ
っ
た
件

五
九
八

○
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
合
格
者
を
公

表
す
る
件

五
九
八

○
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ

た
件
二
件

五
九
八

福
島
県
監
査
委
員

○
監
査
公
表

五
九
八



公

告

十
一
年
九
月
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
五
百
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

指
定
取
消
年
月
日

の
所
在
地

株
式
会
社
マ
ル
ヨ

水
野

義
三

須
賀
川
市
花
岡
三
三
番
地
の

平
成
二
一
年
七
月
三

シ
石
油
店

五

一
日

(

税

務

課)

公
告
第
五
百
一
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
津
田
建
材

代
表
取
締
役

津
田

美
幸

福
島
県
伊
達
市
霊
山
町
中
川
字
東
広
瀬
三
六
番
地

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
伊
達
市
霊
山
町
中
川
字
東
広
瀬
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
兼
木
く
ず
の
破
砕
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

八
〇
・
九
六
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
五
百
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事
業
者

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

業
所
の
所
在

業
所
の
所
在

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

地

地

の
所
在
地

者

ヘ
ル
パ

い
わ
き
市
常

い
わ
き
市
常

社
会
福

福
島
県
い
わ

居
宅
介
護

特
定
な
し

ー
ス
テ

磐
上
矢
田
町

磐
下
船
尾
町

祉
法
人

き
市
常
磐
下

重
度
訪
問

ー
シ
ョ

竹
ノ
下
二
│

東
作
四
〇
│

育
成
会

船
尾
町
東
作

介
護

ン
風
雅

一

一

五
一

行
動
援
護(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
五
百
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

自
立
支
援

指
定
す
る

主
と
し
て
担

医
療
の
種

診
療
科
名

当
す
る
医
師

類

又
は
歯
科
医

師

し
い
な
脳
神
経

南
相
馬
市
原
町
区

平
成
二
一
年

精
神
通
院

脳
神
経
外

外
科
ク
リ
ニ
ッ

東
町
一
│
七
二
│

九
月
一
日

医
療

科

ク

二

南
せ
の
う
え
薬

福
島
市
瀬
上
町
字

同

育
成
医
療

調
剤

局

四
斗
蒔
三
一
│
一

更
生
医
療

高
木
調
剤
薬
局

い
わ
き
市
小
名
浜

同

精
神
通
院

同

字
本
町
五
七

医
療

平成21年９月25日 金曜日 福 島 県 報 第2117号 597



福
島
県
監
査
委
員

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
五
百
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

自
立
支
援
医
療

辞
退
し
た

の

種

類

診
療
科
名

き
ら
り
薬
局

須
賀
川
市
上
北
町
三

平
成
二
一
年

育
成
医
療

調
剤

一

八
月
一
〇
日

更
生
医
療

精
神
通
院
医
療

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
五
百
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

会
津
サ
テ
ィ

福
島
県
会
津
若
松
市
駅
前
町
四
百
二
十
番
地
二
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

九
千
八
百
六
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
日

六

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

公
告
第
五
百
六
号

平
成
二
十
一
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

二

六

八

九

一
一

一
二

一
三

一
四

一
五

一
六

一
七

一
九

二
二

二
五

二
七

二
九

三
二

三
三

三
七

三
九

四
一

四
三

四
七

五
〇

五
四

五
五

五
六

五
八

五
九

(

産
業
人
材
育
成
課)

公
告
第
五
百
七
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

１

測
量
地
域

福
島
市
、
会
津
若
松
市
及
び
郡
山
市

２

測
量
期
間

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

３

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

地
理
識
別
子
整
備
業
務)

二

１

測
量
地
域

郡
山
市

２

測
量
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

３

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

基
盤
地
図
情
報
整
備
業
務)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

公
告
第
五
百
八
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

須
賀
川
市
及
び
耶
麻
郡
猪
苗
代
町

二

測
量
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

基
盤
地
図
情
報
整
備
業
務)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

監
査
公
表
第
２
１
号

地
方
自
治
法
第
252条

の
37第

１
項
の
規
定
に
よ
り
包
括
外
部
監
査
人
が
行
っ
た
平
成
20年

度
の
包
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高
等
技
術
専
門

校
非
常
勤
講
師

の
報
酬
支
出
事

務
に
つ
い
て

ハ
イ
テ
ク
プ
ラ

ザ
設
備
使
用
料

項
目
名

高
等
技
術
専
門
校
非
常
勤
講
師
の
報

酬
の
支
払
い
は
､
日
々
の
指
導
日
誌
に

基
づ
き
､
月
ご
と
に
集
計
し
た
実
施
結

果
表
の
実
績
で
支
払
わ
れ
て
い
る
が
､

指
導
日
誌
と
実
施
結
果
表
と
で
､
一
部

実
績
時
間
が
合
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ

た
｡
指
導
日
誌
と
実
施
結
果
と
の
突
き

合
わ
せ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
原
因
で
あ
る
｡

施
設
使
用
料
の
新
設
・
変
更
は
､
例

年
４
月
の
規
則
改
正
で
行
っ
て
い
る
が
､

前
年
度
末
に
取
得
し
た
機
器
の
中
に
は
､

改
正
に
間
に
合
わ
ず
､
年
度
を
通
し
て

同
類
の
旧
設
備
の
額
で
使
用
料
を
徴
収

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

本
来
は
､
貸
与
す
る
機
器
を
購
入
後

遅
滞
な
く
使
用
料
を
決
定
し
､
適
正
な

使
用
料
で
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
｡

指
摘
事
項
の
内
容
(要
旨
)

指
導
日
誌
､
出
勤
簿
及
び
実
施

結
果
表
の
突
き
合
わ
せ
に
不
十
分

な
点
が
あ
っ
た
の
で
､
監
査
実
施

後
速
や
か
に
､
次
の
再
発
防
止
策

を
講
じ
た
｡

○
指
導
日
誌
､
出
勤
簿
及
び
実
施

結
果
表
を
管
理
す
る
者
を
明
確

に
し
た
｡

○
指
導
日
誌
及
び
実
施
結
果
表
の

作
成
者
並
び
に
作
成
時
の
確
認

方
法
を
明
確
に
し
た
｡

貸
与
す
る
機
器
に
つ
い
て
は
､

例
年
４
月
の
規
則
改
正
に
よ
る
使

用
料
の
新
設
・
変
更
を
改
め
､
年

度
途
中
に
お
い
て
も
遅
滞
な
く
規

則
改
正
を
行
い
､
適
正
な
使
用
料

を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
｡

措
置
の
状
況

校
非
常
勤
講
師

の
報
酬
支
出
事

務
に
つ
い
て

酬
の
支
払
い
は
､
日
々
の
指
導
日
誌
に

基
づ
き
､
月
ご
と
に
集
計
し
た
実
施
結

果
表
の
実
績
で
支
払
わ
れ
て
い
る
が
､

指
導
日
誌
と
実
施
結
果
表
と
で
､
一
部

実
績
時
間
が
合
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ

た
｡
指
導
日
誌
と
実
施
結
果
と
の
突
き

合
わ
せ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
原
因
で
あ
る
｡

結
果
表
の
突
き
合
わ
せ
に
不
十
分

な
点
が
あ
っ
た
の
で
､
監
査
実
施

後
速
や
か
に
､
次
の
再
発
防
止
策

を
講
じ
た
｡

○
指
導
日
誌
､
出
勤
簿
及
び
実
施

結
果
表
を
管
理
す
る
者
を
明
確

に
し
た
｡

○
指
導
日
誌
及
び
実
施
結
果
表
の

作
成
者
並
び
に
作
成
時
の
確
認

方
法
を
明
確
に
し
た
｡

○
指
導
日
誌
､
実
施
結
果
表
及
び

出
勤
簿
の
記
載
内
容
等
の
確
認

並
び
に
相
互
の
突
き
合
わ
せ
確

認
に
つ
い
て
監
督
的
立
場
の
職

員
を
含
め
複
数
で
行
う
こ
と
と

し
た
｡

な
お
､
併
せ
て
各
校
に
お
い
て
､

各
非
常
勤
講
師
へ
の
報
酬
支
払
額

と
実
績
時
間
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
､

追
給
又
は
返
納
処
理
を
要
す
る
も

の
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
｡

括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
､
福
島
県
知
事
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同

法
第
252条

の
38第
６
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
21年
９
月
25日

福
島
県
監
査
委
員
鴫
原
吉
之
助

福
島
県
監
査
委
員
宗
方

保
福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

21
人

977
号

平
成
21年
７
月
22日

福
島
県
監
査
委
員
鴫
原
吉
之
助
様

福
島
県
監
査
委
員
宗
方

保
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実
様

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之
様

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

印□
平
成
20年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
別
紙
の
と
お
り
措
置
を
講
じ
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
252条

の
38第

６
項
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
し
ま
す
｡

別
紙

平
成
20年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
対
す
る
措
置
の
状
況

(商
工
振
興
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
)

(監
査
総
務
課
)
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